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予算決算委員会資料

令和８年３月５日

学 事 課

学校給食調理場再編整備事業について

１ 事業目的

給食事業の効率的な運営と、将来にわたり、安全安心な学校給食を持続

的かつ安定的に提供するため 「学校給食調理場再編整備計画」に基づき、、

調理場の再編整備を行っていくことを目的とする。

２ 事業内容

児童生徒数の減少に伴う調理場の小規模化により、非効率な給食運営と

なっている明徳小学校調理場を保戸野小学校調理場に集約し、令和９年度

の共同調理場の設置に向け、給食の搬出入設備等の整備を行う。

３ 事業費

(1) 給食配送用コンテナ搬入口の整備

5,599千円（保戸野小調理場 2,112千円、明徳小調理場 3,487千円）

(2) 食器消毒保管機移設経費

204千円（明徳小調理場から保戸野小調理場へ移設）

４ 今後のスケジュール

令和８年４月～ 給食配送用コンテナ搬入口整備の発注

７月～ 給食配送用コンテナ搬入口整備着工

８月 給食配送用コンテナ搬入口整備完成

12月 学校給食共同調理場設置条例および学校給食共同調理

場等管理運営規則の改正

令和９年３月 食器消毒保管機移設（春期休業中）

４月 保戸野小学校、明徳小学校共同調理場稼働開始
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予算決算委員会資料
令和８年３月５日
学 校 教 育 課

学びの多様化学校設置準備経費について

１ 事業目的

学校に通うことが困難な不登校児童生徒が柔軟に学ぶことができる学びの多様化

学校の令和９年度の開校に向け、設置準備委員会を設置し、特色ある教育課程等に

ついて協議するとともに、設備の修繕や教材備品の購入など開校準備を進める。

２ 事業内容

・閉校した旧下北手小学校のエアコンの設置や給水配管整備、ＩＣＴ環境整備の

ほか、授業に係る教材備品の購入など、開校に向けた準備を進める。

・学びの多様化学校設置準備委員会を設置し、各委員の専門的な意見を特色ある

教育課程の編成に生かすなど、開校後の支援体制の充実を図る。

・通学に係る児童生徒および保護者の負担軽減を図るため、スクールバス運行の

準備を行う。

３ 事業費

（ ）千円

左の内訳
事 項 事業費

国補助金 一般財源

設備関係経費（エアコン設置、外構修繕等） 22,088 0 22,088

給食関係経費（給食配送用コンテナ等） 1,563 0 1,563

ＩＣＴ関係経費（ネットワーク環境整備等） 2,217 0 2,217

備品・消耗品関係経費 3,174 63 3,111

教材費（数学大型模型セット等） 356 0 356

設置準備委員会経費 82 26 56

計 29,480 89 29,391

＊スクールバスについては、納期に最大１年かかる見込みであることから、令和

９年４月の運行開始に向け、債務負担行為を設定する （895千円)。

４ 学校の概要等

・学校名「 仮称）秋田市立みらい学園小学校・中学校」（

・閉校した旧下北手小学校を活用

・全校生徒６０人程度の小・中併設校（小学校３学級、中学校３学級）

・市外からの通学については、区域外就学制度を適用

５ 今後のスケジュール

令和８年２月 文部科学省に指定申請書および実施計画書等を提出

６月 議会において、学校設置条例の一部改正等について審議

７月 保護者説明会を開催、転入学に係る相談を開始

10月 プレオープンスクールを実施

令和９年４月 開校
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予算決算委員会資料

令和８年３月５日

学 事 課

小・中学校給食厨房機器更新事業について

１ 事業目的

給食事業の効率的な運営と、将来にわたり、安全安心な学校給食を持続的

かつ安定的に提供するため 「学校給食調理場再編整備計画」に基づき、老朽、

化した厨房機器について、計画的な更新を行っていくことを目的とする。

２ 事業内容

再編後も継続して使用する調理場および各学校で、引き続き使用する厨房

機器について、計画的な更新を行う。

３ 事業費

(1) 小学校給食厨房機器更新事業 3,000千円

(2) 中学校給食厨房機器更新事業 1,000千円

４ 今後のスケジュール

令和８年４月～ 厨房機器の発注

７月～ 厨房機器の購入、設置（夏期休業中）

牛乳保冷庫（保戸野小） １台 1,000,000円

合計額 3,000,000円

機　器　名 個数
備品購入費

（設置費込み）

回転釜（川尻小） ２台 2,000,000円

機　器　名 個数
備品購入費

（設置費込み）

牛乳保冷庫（勝平中） １台 1,000,000円
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予算決算委員会資料

令和８年３月５日

教育委員会総務課

秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校整備事業について

１ 事業内容

秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校について、令和12年度か

らの新校舎使用開始に向けて、校舎建設を行うものである。

２ 事業費

(1) 令和８年度事業 523,442千円

仮設グラウンド整備等の準備工事や新校舎の建設工事を行うための工

事請負費、設計・工事監理委託費および実施設計委託費等を計上する。

（内訳）事前建物調査等 65,474千円

仮設グラウンド整備等準備工事 159,000千円

実施設計委託（R6-R8継続費） 146,689千円

新校舎建設工事（R8-R11継続費） 150,790千円

設計・工事監理委託（R8-R11継続費） 1,489千円

(2) 継続費設定 11,192,857千円（R8-R11）

新校舎建設工事費および設計・工事監理委託費については、令和８年

度から令和１１年度までの継続費を設定する。

（単位：千円）

年度 年割額

新校舎建設工事 150,790

設計・工事監理委託 1,489

新校舎建設工事 3,724,620

設計・工事監理委託 36,779

新校舎建設工事 6,804,590

設計・工事監理委託 67,192

新校舎建設工事 403,413

設計・工事監理委託 3,984

新校舎建設工事 11,083,413

設計・工事監理委託 109,444

内訳

R8 152,279

合計 11,192,857

R9 3,761,399

R10 6,871,782

R11 407,397
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３ 事業計画

期　間 事業概要

令和７年６月～令和８年９月 基本・実施設計

令和８年４月～令和８年12月 仮設グラウンド整備等準備工事

令和８年12月～令和11年12月 新校舎建設工事

令和12年４月～　　　　　　 新校舎使用開始

令和12年７月～令和14年３月 秋田南中既存校舎解体、グラウンド整備

令和13年12月～令和15年９月 築山小既存校舎解体、第２グラウンド整備
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予算決算委員会資料

令和８年３月５日

学 事 課

学校給食費管理システム更新・運用経費について

１ 事業目的

学校給食費の収納管理や食材発注のための食数管理等を適正に行うこと

を目的として導入した「学校給食費管理システム」のリース期間が令和９

年３月末で満了するため、令和９年４月稼働の新システムへ更新するもの

である。

２ 事業内容

(1) 令和８年度事業

現行システムからデータを抽出し、新システムへデータ移行を行う。

(2) 債務負担行為設定（令和８年度～令和１３年度）

令和８年度当初予算で債務負担行為を設定し、令和８年度中にシステ

ムの構築を行うとともに、令和９年度から令和１３年度までの５年間の

複数年契約として、公募型プロポーザルにより、業者を選定する。

３ 事業費

(1) 令和８年度事業（データ移行経費）

6,237千円

(2) 債務負担行為設定（新システム導入経費）

61,020千円(保守管理委託 15,840千円 システムリース料 45,180千円)、

４ 今後のスケジュール

令和８年４月 公募型プロポーザル審査委員会設置

５月 業者選定審議委員会、公募開始

７月 委託業者選定、契約締結

８月～ システム構築

令和９年２月 運用テスト、操作説明会開催

４月 新システム稼働
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予算決算委員会資料

令和８年３月５日

学 事 課

令和８年度の小学校給食費について

１ 概要

小学校給食費について、国が令和７年12月26日に閣議決定した「学校給食費

の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化 」に基づいた支援を実施し、保護者）

の負担軽減を図る。

２ 国の支援対象等について

(1) 給食を実施する公立小学校で、保護者の所得にかかわらず一律に支援

(2) 生活保護の教育扶助の対象となっている児童は現行制度の適用を優先

(3) 基準額 5,200円／月（毎年、物価動向等を踏まえ、適切な額を設定）

(4) 基準額を超える部分については、保護者から給食費を徴収することが可能

(5) 非喫食者（不登校児、アレルギー対応等）の取扱いは、学校設置者の判断

３ 本市における学校給食費の支援について

(1) 国基準額を超える部分の負担について

子育て世帯への支援の観点から、国の交付金（物価高騰重点支援交付金）

を活用し、市が負担することで、保護者負担は求めない。

(2) 非喫食者（不登校児、アレルギー対応等）の取扱いについて

非喫食者に対する金銭給付等の支援については、国で作成している基準等

や他都市の状況などを参考にしながら検討していく。

(3) 中学校生徒の学校給食費について

令和６年度改定および８年度改定による増額分については 国の交付金 物、 （

価高騰重点支援交付金）を活用し、引き続き市が負担することで、保護者負

担額を据え置く。

４ 市の負担見込額 198,021,120円

５ 今後のスケジュール（案）

令和８年３月～ 国の予算成立を踏まえ、条例、規則等の改正を行う。

保護者へ周知

４月 小学校の給食費について、保護者負担を求めない支援を

実施

学校給食費

区　分
児童数

(A)

11,720人

5,200円

1,536円

内
訳

国の補助額

市の負担額

11,720人

11,720人

備　考
１食単価

（390円）

（298円）

（92円）

月額給食費 年間給食費

(A)×(B)×11ヶ月

868,405,120円

670,384,000円

198,021,120円

国1/2､県1/2

(B)

6,736円
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